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安全作業誓約書 

 

㈱静岡西部建設の作業場では特に次のことを理解し、守り、作業するよう誓います。 

 

株式会社 静岡西部建設 殿 

     年   4 月   21 日 

住 所  

会 社 名  

代表者名 ㊞ 

 

１． 法律 

  イ． 労働基準法を守り雇用契約はもちろん就業規則をそなえ労働保険・労災保険にも加入します。 

  ロ． 労働安全衛生法を守り作業するのはもちろん、雇用責任者として労働者に教育をすること。 

  ハ． 作業中はもちろん通勤途上の事故のないよう、道路交通法を守り安全運転に徹し、不幸にして

事故発生のときは被害者に責任を持って対処し、㈱静岡西部建設には一切の迷惑をかけません。 

ニ． 使用者は常に自分の会社の従業員はもちろん第三者に対しても災害の発生しないような措置を

講ずるために従業員教育と設備の保全をすると共にそれらを守ること。 

ホ． 作業及び資材納入において自己またはその使用人、親会社、子会社が暴力団、暴力団員、暴力

団関係業者またはその関係者その他反社会的勢力に該当しないことを誓約する。この規定に違

反した場合は、静岡西部建設は本契約を無条件で解除することができる。 

 

２． 作業所規則について 

  イ． 免許、技能講習、特別教育の修了者でなければ従事できない作業は、資格者証を示し、承諾を

受けること 

  ロ． 危険物または有害物の取扱作業、足場の組立解体作業等の、作業主任者の指示がなければなら

ない作業は、作業主任者の指示に従うこと。 

 

３． 保護具と点検について 

  イ． 保安帽・命綱・手袋・防塵マスク・防護メガネ・電気絶縁防具・安全靴・安全ベスト等を作業

によっては、必ず使用すること。 

  ロ． 機械や車輌の作業から離れる際にはエンジンを停止し、キーを取り外し、車止めをし、安全を

確認して離れること。 

  ハ． 機械や工具設備または落下防止装置等の安全装置をみだりに取り外してはならない。取り外し

や異常を確認したら責任者に連絡をして、修正後作業すること。 

  ニ． 機械の修理・点検は、機械が突然動き出すことのないよう安全装置を確認してから作業をする

こと。 

  ホ． 機械装置は、法令で決められた点検が終了したもの以外は使用をしないこと。 

  ヘ． 業務前の点検（地山の亀裂・浮石・山留め関係・足場・型枠等）をして、安全を確認した後、

作業をすること。 

  ト． 重機・工具・車輌等は決められた用途以外には使用を禁止する。 

 

 

 

 



 

４． 作業内容について 

  イ． 作業の内容は納得いくまで作業主任者から説明を受け、作業内容や安全作業を理解してから作

業をすること。 

  ニ． その作業から発生しやすい災害事例を説明して、安全作業を行うこと。 

  ハ． 作業内容が変更したときは、作業開始前または朝礼時に指導をうけること。 

５． 健康診断について 

  イ． 年一回以上の健康診断を受けさせてその記録を保管すること。 

  ロ． 常に自分や従業員の健康に注意し、年齢・技術・体力・健康状態を把握して作業すること。 

  ハ． 健康に留意し、身体の不調の変化があるときは作業を中止して休息をするか、作業長に連絡を

とること。 

 

６． 整理整頓について 

  イ． 職場は常に整理整頓を心がけ、その日に使用した工具・器具・材料は指定の場所に片付けると

共に通路には物を置かないこと。 

  ロ． 環境や身体服装を清潔に保ち、正しい姿勢で作業すること。 

  

７． 応急処置について 

  イ． 作業中、不幸にして災害が発生した場合、直ちに付近の人を呼び救急処置をして速やかに関係

者に連絡すること 

  ロ． 危険な状態または危険な箇所を発見したときは速やかに責任者に報告すること。 

 

８． 合図・標識について 

  イ． 共同作業は決められた合図と連絡方法に従い、誘導者が行う合図は必ず守ること。 

  ロ． 機械の作業範囲内や立入禁止区域内に入るときは、誘導者の指示に従うことはもちろん、誘導

者が不在の場所でも合図の確認や安全の確認をすること。 

 

９． 禁止行為について 

  イ． 安全標識・注意標識・制限標識・禁止標識等を守り、安全な状態で作業すること。 

  ロ． 他の作業員または第三者に危険が及ぶ恐れがある物の投下や安全装置の破壊等の行動は絶対行

わないこと。 

 

10． 交通ルールまたは労働安全衛生法と事故処理のこと 

  イ． 作業中はもちろん通勤途上でも交通ルールを守り安全運転をすること。 

  ロ． 作業車両はもちろん通勤車両であっても自賠責や対人・対物等の任意損害保険に加入し、また

不幸にして事故の発生があっても、これらを被害者への充分な救済に当てると共に、任意損害

未加入保険車両は㈱静岡西部建設の作業場では使用しないことを誓います。 

  ハ． 労災保険や労災保険の上乗せ保険に加入して被災者の救済が充分出来るようにいたします。（経

営者は経営者特別加入の労災保険に加入します。）未加入者については作業場に立ち入り禁止措

置をとります。 

  ニ． 交通ルールや労働安全衛生法を守り、交通違反または労働安全衛生法その他の行政罰と罰金等

は違反者が全面的に責任を持ちます。 

 

 

 

 

 

 



工事契約要領 

  

株式会社 静岡西部建設 殿（甲） 

     年   4 月   21 日 

（乙）住 所  

会 社 名  

代表者名 ㊞ 

 

１． 施工工事について㈱静岡西部建設（以下甲という）と仕入先または工事人（以下乙という）は、各々

対等な立場における合意に基づき、条項により契約を締結し誠実にこれを履行する。なお工事仕入

内容と金額はそれぞれの工事ごとに契約する。 

２． 乙は注文書ならびに契約要項と図面・仕様書・その他の方法に基づいて工事を施工する。 

３． 甲および乙は、工事の施工に当たり建築業法・その他工事の施工・労働者の使用等に関する法令や

道路交通法、これらの関係法令に基づく監督官庁の指導を厳守する。 

４． この要項の各条項に基づく協議・通知・指示・請求等は原則として書面により行う。 

５． 甲または乙はあらかじめ相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により発生する権利また

は義務を第三者に譲渡し、または継承させることは出来ない。 

６． 乙は工事着手前に作業員名簿その他の甲が工事の適正な施工を確保するために必要と認めて指示す

る事項について、甲に提出することとする。 

７． 甲は乙から設計変更、工事着手前の延期または工事の全部もしくは、一部の中止のあった場合にお

ける工事の変更、請負代金の額の変更または損害の負担に関しては、建設工事下請契約約款（中央

建設業審議会勧告の建設工事下請契約約款を言う）に準じ、甲乙協議するものとする。この場合に

おける請負代金の変更は、原則として契約単価によって行う。 

８． 工期内に賃金または物価の変動による請負代金が不適当となり、これを変更する必要があると認め

られるときは甲乙協議して請負代金を変更する。 

９． 工事変更について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害の

うち甲の責に帰すべき理由により生じたものおよび工事の施工に伴い通常避けることの出来ない事

由により生じたものはこの限りではない。 

10． 天災その他不可抗力によって、工事の出来高部分、現場の仮設部分、現場に搬入済みの工事材料ま

たは建設機械器具（いずれも確認済みのもの）に損害を生じたときは、乙が管理責任を怠ったこと

に基づき生じたときは、その部分を除き甲がこれを負担する。損害額の算定については、建設工事

標準契約下請約款による。 

11． 乙は工事が完了したときはその趣旨を甲に通知する。甲はこの通知を受けたときから１０日以内に

乙の立会いの上に工事の完成を確認するための検査を行う。ただし工事全体の完成に基づき、お客

様に引き渡し時に今一度全体の検査を行い引渡しをうけて完成とする。 

12． 工事目的物に瑕疵があり、その瑕疵が乙の責により生じたものであるときは、甲は乙に対して相当

の期間を定めてその瑕疵の修正を請求し、または補修に代えもしくは補修と共に損害の賠償（工事

目的物の範囲に限る）を請求することが出来る。ただし、その補修または損害賠償を請求すること

ができる期間は、甲と甲に対する注文者との瑕疵担保期間とする。 

13． 甲または乙は相手方の履行の遅滞、その他債務の不履行の場合においては標記の遅延利息を請求す

ることが出来る。違約金その他の損害金については甲乙協議して決める。 

 

14． 産業廃棄物の運搬処理及び残土処理については関係法令に従い適正な処理を行い、不当投棄を行わ

ないのはもちろん、処理場との契約書等の写しを提出する。運搬中もしくは処理場でのトラブルや

損害は乙の責任で処理する。 

 



 

15． 乙が賃金の支払を遅延しまたはその恐れがあると甲が判断したときは、甲は事前調査の上その趣旨

を通知して乙の承諾にかかわらず乙の請求金額の中から直接労働者に未払い賃金を支払うことが出

来る。 

16． 乙の責任で生じた損害が甲に及んだときまたは工事立替金、損害賠償金、その他乙に対する金銭債

権を生じたときは、その弁済期の到来を待たずに乙の請求金額と相殺、もしくは乙に損害賠償金を

請求できる。 

17． 経営者もしくは使用者は経営者特別労災に加入したもの、また労働者にあっては労働基準法や安全

衛生法その他の関係法令に適応したものでない限り作業内に立ち入り禁止措置を講ずること。 

18． 工事車両または通勤車両には対人（無制限）・対物（無制限）、車両その他に相応の任意損害保険に

加入の車両以外は作業場に立ち入り禁止措置を講ずると共に、災害発生の損害賠償は乙の責任で解

決する。 

19． 作業中、乙もしくは乙の使用人の責任で工作物・建築物・その他車両等また第三者を含む人に対す

る障害（損害）等、発生せしめたときは乙の責任で損害賠償など解決すること。 

20． この要項の各条項において甲乙協議して定めるものにつき狭義が整わない場合その他この契約に関

して甲乙間の紛争が生じた場合は、甲乙または当事者双方の合意により選定した第三者または建築

業法による建設紛争審査会の斡旋または調停により解決を図る。 

21． この要項に定めのない事項については、建設工事標準下請約款に準じ、甲乙協議の上、解決する。 

22． この契約要項については、甲と乙の契約・誓約書すべてに適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社 静岡西部建設 様 

     年 4 月 21 日 

 

通勤車両許可願 

 

協 力業者 名  

代 表 者 名  

車輌所有車名 ㊞ 

 

下記により貴現場への車両乗り入れについて許可されるようお願いします。 

 

運

転

責

任

者 

現住所  

氏名  生年月日  

免許取得年月日 

 １種 大型・けん引・普通・        

年  月  日 
免許種類  

２種 大型・けん引・普通・        

車

両 

車種 貨物：大型・普通 バス：大型・マイクロ 乗用車 軽四輪 その他（    ） 

車名  年式 年製 

車両番号  

車検有効期限   年  月  日 ～     年  月  日 

乗入期間   年  月  日 ～     年  月  日 

自賠責保険 
加入会社名  期間     年  月  日 

保険証券 No  

任意保険 
加入会社名  期間     年  月  日 

保険証券 No  

保 

険 

金 

額 

対 人  

許可・不許可の区別及び不許可の理由 対 物  

 免責金額  

 搭 乗 者  

㈱静岡西部建設安全協議会 会長 車 両  

㈱静岡西部建設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通勤・工事車輌安全運転と災害対応誓約書 

 

第１条 目的 

    この規則は円滑な業務遂行と車両の管理責任及び運転者責任を明らかにして安全運転することが

出来るために取り扱いを定めたものである。 

 

第２条 対象自動車 

    甲が業務とする作業場に出入りする通勤・工事車輌全般。 

    記載内容に変更が生じた時はその都度許可の更新をすること。 

 

第３条 会社の義務 

１．運転者に対する安全運転の教育をしなければならない。（作業場で行う朝礼時も含む） 

 

第４条 車輌所有者・使用人・運転者の義務 

１．運転管理者は車両の整備点検、清掃を常に心掛けなければならない。 

２．車検切れ・保険切れ・整備不良の車両を運転してはならない。これらを知ったときは改善するま

で使用してはならない。 

３．常に安全運転に心がけ、細心の注意をし、交通違反行為をしてはならない。（特に、飲酒運転、一

旦停止、信号無視、右左折注意、車間距離、重量制限、スピード制限、等は厳重に注意すること） 

４．車両の改造車を使用してはならない。 

５．届け出車輌以外の車輌を会社の業務に使用してはならない。 

６・通常車両を管理している運転者以外のものに運転、又は車両を貸与または、業務以外の人を同乗

させてはならない。 

 

第５条 事故処理と責任 

１．事故の発生時は被害者を救助し、直ちに会社に報告しなければならない。 

２．事故を起こした時は、運転者又は運転管理者が一切の責任を負うものとする。 

３．通常の運転者及び車輌管理者が運転を代行させ又は、車両を他人に貸与または、業務以外のもの

を同乗させ事故を起こしても、同乗者を含む損害賠償は運転者及び車輌管理者が一切の責任を負

うものとする。 

４．交通違反については、理由の如何を問わず甲は一切の責任を負わない、 

 

第６条 損害賠償 

１．運転者（管理者）が事故を引き起こした事により会社に損害を与え、その損害が甲に発生したと

きは、甲は使用人または運転者（管理者）とその保証人に損害賠償を請求することができる。 

２．工事車輌又は通勤車輌には、対人（無制限）・対物（無制限）車輌その他に相応の任意損害保険に

加入の車輌以外は作業場に立ち入り禁止措置を講ずると共に、災害発生の損害賠償は乙の責任で

解決する。 

 

     年   4 月   21 日 

住 所  

会 社 名  

代表者名 ㊞ 

 

 



 
 

（株）静岡西部建設安全衛生協議会規則 

 

第 1条 （目的） 

  （株）静岡西部建設（以下会社）の労働災害防止と作業効率の向上、及び、健康管理と福利

厚生をはかる目的を持って、この規則により安全衛生協議会を儲ける。 

 

第２条 （委員会の構成） 

   安全衛生管理委員会は、次の安全衛生委員会をもって構成する。 

   委員長は会社の安全衛生管理者が兼業する。 

① 安全衛生委員会 

委員長     1 名       

副委員長    2 名 

委員      3 名 

相談役     2 名 

 

  ② 組織図 

 

 

 

 

 

 

第 3 条 （委員の任命） 

１. 委員及び監事は会社が指名する。 

２. 委員長、副委員長及び監事は委員の中より互選する。 

 

第 4 条 （委員会の総括） 

    委員会は委員長がこれを総括する。委員長不在の時は副委員長が代行する。 

 

第 5 条 （委員の任期） 

    委員の任期は 3年とし、再任を妨げない。 

 

第 6 条 （事業） 

（1） 安全衛生に関する規則の作成に関する事項。 

（2） 災害防止対策に関する事項。 

（3） 災害原因の分析研究と今後の対策。 

（4） 行政及び元請が行う安全衛生教育及び安全会議に対して参加。 

（5） 安全衛生と災害防止に関する教育及び指導。 

（6） 会社が行う工事作業所のパトロール及び指導。 

（7） 先進現場・作業所その他、視察研修。 

（8） 作業所の作業内容の調整、職種間の調整、安全会議の招集。 

（9） 上乗せ労災保険及び傷害保険等の加入。 

（10） 会員の為の福利厚生事業。 

（11） 安全衛生・労働災害に特に功績あった作業場、会社、個人に対しての表彰。 

（12） その他安全衛生及び福利厚生に必要な事業。 

 

安全衛生管理者 安全衛生委員 部長課長職 

作業長・社員 協力業者代理 作業所安全衛生協議会 



 

 

第 7 条 （会議） 

   安全衛生委員会は、必要に応じ委員長がこれを召集する。 

 

第 8 条 （会費及び徴収方法） 

会費は会社の仕事をおこなうもので、しかも、支払いある者に限って徴収する。 

   1. 会費    外注・資材を主とするもの 当月の支払い高（5万円以上）の 2/1000 

           労務を主体とするもの 当月の支払い高（5万円以上）の 3/1000 

   2. 徴収方法  会社が当月の工事支払い高の中より差し引き協議会の中に入金する。 

   

第 9 条 （事務局） 

  事務局は会社の中に置く。 

 

第 10 条（決算処理） 

予算決算報告は委員会の 3 分の 2 以上の賛成を持って成立し、会員の報告要請あると

きはこれに応じる。 

  毎年 4月 20 日をもって決算処理し、残金を会社の会計処理の中に入れ、翌年度、会社より

同額を受け取り協議会の会計の中に入れる。 

 

     この規則は一部改正の後 平成 19 年 4月 21 日より実施する 

 

 
 


